
事  務  連  絡        

令和７年３月 24 日 

 

 

地方厚生（支）局 調査課 御中 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

オンライン申請の対象となる施設基準の追加等について 

 

 

 保険医療機関等管理システム（以下「医療システム」という。）では、一部の届出等に

ついて保険医療機関等からオンラインでの申請を可能としているところですが、今般、

下記のとおり医療システムの改修を行い、オンライン申請の対象となる施設基準を追加

することとしたため、その取扱いについてご留意いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．医療システムの改修内容 

（１）今般のシステム改修の内容は以下の表のとおりです。 

No 改修案件 
影響する

ユーザ 
改修概要 詳細 

1 オンライン申

請の対象とな

る施設基準の

追加 

厚生局／

保険医療

機関等 

オンライン申請の対象となる施設基準が

113 施設基準に増加します。 

別紙 1 

2 施設基準の辞

退申請の機能

追加 

厚生局／

保険医療

機関等 

オンライン申請の対象となる施設基準に

ついては、オンラインでの辞退申請も可

能となります。 

同上 

3 酸素の購入価

格に関する機

能追加 

厚生局／

保険医療

機関等 

別種の酸素ボンベについて、それぞれ購

入実績がある場合とない場合を併せて申

請できるようになります。 

－ 

4 様式選択画面

の申請様式選

択機能の追加 

厚生局／

保険医療

機関等 

「提出する」チェックボックスを追加し、

チェックがある様式のみ申請することが

できるようになります。 

別紙 2 

 

 



No 改修案件 
影響する

ユーザ 
改修概要 詳細 

5 複数病棟の

申請対応 

厚生局／

保険医療

機関等 

特定入院料等の申請については、複数病

棟分の申請ができるようになります。 

別紙 3 

6 訂正機能の

追加 

保険医療

機関等 

厚生局に提出前の様式については、任意

のタイミングで訂正が可能となります。 

（厚生局に提出後は従前どおり訂正でき

ません） 

－ 

7 備考欄の追

加 

厚生局 様式選択画面に「備考欄」を追加し、処理

の状況などの備忘を登録できるようにな

ります。 

別紙 4 

 

（２）保険医療機関等管理業務について、入力画面を改修しました。 

対象の施設基準及び様式については別紙 5 をご参照ください。 

 

２．今後の予定について 

オンライン申請の対象となる施設基準の追加等についてのシステム改修作業は、３

月 30 日（日）10 時から実施し、３月 31 日（月）から利用可能となる予定ですので

ご留意ください。 
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別紙１  オンライン申請が可能な施設基準の一覧 

本システムを利用してオンライン申請できる施設基準を以下に示します。 

 

図表 1 施設基準 

項番 届出名称 

1 情報通信機器を用いた診療に係る基準 

2 機能強化加算 

3 外来感染対策向上加算 

4 連携強化加算 

5 サーベイランス強化加算 

6 抗菌薬適正使用体制加算 

7 看護師等遠隔診療補助加算 

8 時間外対応加算１ 

9 時間外対応加算２ 

10 時間外対応加算３ 

11 時間外対応加算４ 

12 地域包括診療加算 

13 初診料（歯科）の注１に掲げる基準 

14 地域歯科診療支援病院歯科初診料 

15 歯科外来診療医療安全対策加算１ 

16 歯科外来診療医療安全対策加算２ 

17 歯科外来診療感染対策加算１ 

18 歯科外来診療感染対策加算２ 

19 歯科外来診療感染対策加算３ 

20 歯科外来診療感染対策加算４ 

21 歯科診療特別対応連携加算 

22 初診料（歯科）の注 16 及び再診料（歯科）の注 12 に掲げる基準 

23 一般病棟入院基本料 

24 療養病棟入院基本料 

25 結核病棟入院基本料 

26 精神病棟入院基本料 

27 特定機能病院入院基本料 

28 専門病院入院基本料 

29 障害者施設等入院基本料 

30 有床診療所入院基本料 

31 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 

32 有床診療所療養病床入院基本料 

33 有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算 

34 入退院支援加算 

35 地域歯科診療支援病院入院加算 

36 救命救急入院料１ 

37 救命救急入院料２ 
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項番 届出名称 

38 救命救急入院料３ 

39 救命救急入院料４ 

40 特定集中治療室管理料１ 

41 特定集中治療室管理料２ 

42 特定集中治療室管理料３ 

43 特定集中治療室管理料４ 

44 特定集中治療室管理料５ 

45 特定集中治療室管理料６ 

46 ハイケアユニット入院医療管理料１ 

47 ハイケアユニット入院医療管理料２ 

48 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

49 小児特定集中治療室管理料 

50 新生児特定集中治療室管理料１ 

51 新生児特定集中治療室管理料２ 

52 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 

53 総合周産期特定集中治療室管理料 

54 新生児治療回復室入院医療管理料 

55 一類感染症患者入院医療管理料 

56 特殊疾患入院医療管理料 

57 小児入院医療管理料１ 

58 小児入院医療管理料２ 

59 小児入院医療管理料３ 

60 小児入院医療管理料４ 

61 小児入院医療管理料５ 

62 地域包括医療病棟入院料 

63 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 

64 回復期リハビリテーション病棟入院料２ 

65 回復期リハビリテーション病棟入院料３ 

66 回復期リハビリテーション病棟入院料４ 

67 回復期リハビリテーション病棟入院料５ 

68 回復期リハビリテーション入院医療管理料 

69 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１ 

70 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２ 

71 地域包括ケア病棟入院料３及び地域包括ケア入院医療管理料３ 

72 地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医療管理料４ 

73 特殊疾患病棟入院料１ 

74 特殊疾患病棟入院料２ 

75 緩和ケア病棟入院料１ 

76 緩和ケア病棟入院料２ 

77 精神科救急急性期医療入院料 

78 精神科急性期治療病棟入院料１ 
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項番 届出名称 

79 精神科急性期治療病棟入院料２ 

80 精神科救急・合併症入院料 

81 児童・思春期精神科入院医療管理料 

82 精神療養病棟入院料 

83 認知症治療病棟入院料１ 

84 認知症治療病棟入院料２ 

85 精神科地域包括ケア病棟入院料 

86 特定一般病棟入院料１ 

87 特定一般病棟入院料２ 

88 地域移行機能強化病棟入院料 

89 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 

90 短期滞在手術等基本料１ 

91 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

92 調剤基本料１ 

93 調剤基本料２ 

94 調剤基本料３イ 

95 調剤基本料３ロ 

96 調剤基本料３ハ 

97 特別調剤基本料Ａ 

98 調剤基本料１（注１のただし書に該当する場合） 

99 地域支援体制加算１ 

100 地域支援体制加算２ 

101 地域支援体制加算３ 

102 地域支援体制加算４ 

103 連携強化加算 

104 後発医薬品調剤体制加算１ 

105 後発医薬品調剤体制加算２ 

106 後発医薬品調剤体制加算３ 

107 無菌製剤処理加算 

108 在宅薬学総合体制加算１ 

109 在宅薬学総合体制加算２ 

110 特定薬剤管理指導加算２ 

111 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 

112 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 

113 在宅中心静脈栄養法加算 

 

※1：辞退として申請できるのは図表 1 施設基準に記載されている施設基準のみとなります。 



別紙２　　保険医療機関側の様式選択画面における提出様式選択機能の追加について

保険医療機関側の画面に、「提出する」チェックボックスを追加し、チェックがある様式のみ提出できるようになります。

【保険医療機関側の画面】 改修後（３／３１～）

中 略

【地方厚生（支）局等側の画面】 改修後（３／３１～）

中 略

保険医療機関等から提出されたなかった様式は、「提出する」に
チェックがついておらず、「状態」は「未入力」で表示されます。

保険医療機関側で様式毎に提出する・提出しないが選択できるようになりました。
そのため、「提出する」にチェックがある様式が、保険医療機関等が地方厚生（支）局等に提出する様式になります。
本例では、様式5の9以外を、地方厚生（支）局等に提出するイメージとなります。



別紙３　　複数病棟の申請機能の追加について（１／２）

特定入院料の施設基準については、複数病棟分をまとめて申請できるようになります。

なお、既に複数病棟の届出をしている病院において、一部病棟のみ変更が生じた場合であっても、

電子申請上では全病棟分を届出する必要があるためご留意ください。

　例）２病棟ある医療機関の施設基準についてオンラインで申請する場合

【保険医療機関側の画面】 改修後（３／３１～）

【地方厚生（支）局等側の画面】 改修後（３／３１～）

中 略

1
病
棟
目
の
申
請

２
病
棟
目
の
申
請

1
病
棟
目
の
申
請

２
病
棟
目
の
申
請

提出された病棟分の様式毎に「提出す
る」チェックが付与されています。

特定入院料の施設基準については、複数病棟の提出が可能になりました。最大５病棟まで、まとめて申請することができます。
本例では、２病棟分を提出したイメージとなります。



別紙３　　複数病棟の申請機能の追加について（２／２）

オンラインで申請した施設基準の１病棟目の申請、２病棟目の申請は保険医療機関等管理システムに以下の通り連携されます。

【保険医療機関等管理システムへの連携】 改修後（３／３１～）

1
病
棟
目

の
申
請

２
病
棟
目

の
申
請

複数病棟の申請がまとめて１施設基準として連携されます。
そのため、変更があった病棟だけでなく、全ての病棟について申請する必要があります。
※仮に変更のあった1病棟分のみを申請した場合は、【保険医療機関等管理システム】上で既に複数病棟の
情報が登録されていたとしても、1病棟の登録しかされません。

オンラインでの申請から連携



別紙４　　備考欄の追加について

地方厚生（支）局等側の様式選択画面に「備考欄」を追加し、処理の状況などの備忘を登録することができるようになります。

※「承認」ボタン／「返戻して医療機関に通知」ボタンを押下しても、備考欄に入力された値が保存されません。
　先に、「備考欄の内容を登録」ボタンを押下してから、「承認」ボタン等を押下してください。

改修前（～３／３０） 改修後（３／３１～）

中 略 中 略

「備考欄」を追加しました。
「備考欄の内容を登録」ボタンを押下することで、備考欄の内容が登録されます。「備考欄」を追加しました。
「備考欄の内容を登録」ボタンを押下することで、備考欄に入力した内容が登録されます。



別紙5　　保険医療機関等管理業務にて改修対象となる施設基準について

オンラインでの申請を可能とする施設基準の追加対応にあわせて、下記の保険医療機関等管理業務における施設基準の入
力画面を改修いたします。

施設基準名 改修対象の様式

一般病棟入院基本料 様式10

No

1

届出コード

2001

療養病棟入院基本料 様式10

結核病棟入院基本料 様式10

2

3

2002

2003

精神病棟入院基本料 様式10

特定機能病院入院基本料 様式10

4

5

2004

2005

専門病院入院基本料 様式10

障害者施設等入院基本料 様式10

6

7

2006

2007

有床診療所入院基本料 様式12

有床診療所療養病床入院基本料 様式12

8

9

2011

2020

総合入院体制加算１ 様式10

総合入院体制加算２ 様式10

10

11 8007

8005

総合入院体制加算３ 様式10

急性期看護補助体制加算 様式10

12

13

8010

8058

看護職員夜間配置加算 様式10

看護補助加算 様式10

14

15

8060

8083

脳卒中ケアユニット入院医療管理料 様式10

地域包括医療病棟入院料 様式10,様式45の4

16

17

9036

9084

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包
括ケア入院医療管理料１

様式9,様式10,様式50,様式50の2

地域包括ケア病棟入院料２及び地域包
括ケア入院医療管理料２

様式9,様式10,様式50,様式50の2

18

19

9095

9096

地域包括ケア病棟入院料３及び地域包
括ケア入院医療管理料３

様式9,様式10,様式50,様式50の2

地域包括ケア病棟入院料４及び地域包
括ケア入院医療管理料４

様式9,様式10,様式50,様式50の2

20

21

9097

9098

特定一般病棟入院料１ 様式10,様式50,様式50の2,様式57の2

特定一般病棟入院料２ 様式10,様式50,様式50の2,様式57の2

22

23 9163

9161


